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令和３年12月橋本市議会定例会会議録（第２号）その２ 

令和３年12月６日（月） 

                                            

（午前９時30分 開議） 

○議長（小林 弘君）皆さま、おはようござ

います。 

 ただ今の出席議員数は17人で、定足数に達

しております。 

                     

○議長（小林 弘君）これより本日の会議を

開きます。 

 この際、報告いたします。 

 市長から、令和３年12月１日付、橋総第302

号をもって追加議案１件が送付されておりま

す。議案はお手元に配付いたしております。

これを今会期中にご審議願うことといたしま

す。 

 次に、令和３年11月30日付、橋総第299号を

もって説明員の出席並びに委員についての変

更の通知がありましたので、変更後の出席説

明員表をお手元に配付いたしております。 

 以上で報告を終わります。 

                     

 日程第１ 会議録署名議員の指名 

○議長（小林 弘君）これより日程に入り、

日程第１ 会議録署名議員の指名 を行いま

す。 

 本日の会議録署名議員は、会議規則第88条

の規定により、議長において、15番 中本君、

18番 岡君の２人を指名いたします。 

                     

 日程第２ 一般質問 

○議長（小林 弘君）日程第２ 一般質問を

行います。今回の一般質問の通告者は12人で

あります。 

 質問は会議規則第62条の規定により、別紙

の順序により発言を許します。 

 順番１、２番 垣内君。 

〔２番（垣内憲一君）登壇〕 

○２番（垣内憲一君）皆さん、おはようござ

います。 

 議会開会日に平木市長もおっしゃっており

ましたが、11月16、17、18日に、今の橋本市

の課題について、平木市長をはじめ、各会派、

私の所属する令和クラブ、公明党議員団、刷

新クラブ、ポーラスターの議員で、和歌山県

選出の世耕弘成参議院議員、鶴保庸介参議院

議員、石田真敏衆議院議員、そして、佐藤英

道厚生労働副大臣、浮島智子衆議院議員、各

関係省庁に陳情に行ってまいりました。 

 内容としまして、１、避難所の空調設備導

入に関する財政措置、２、実効性のある人権

擁護・人権救済制度、同性婚姻制度、選択的

夫婦別氏制度に関する法整備の早期成立を求

める要望、３、特別交付税の措置を求める要

望、４、公共施設等適正管理推進事業債の期

限延長を求める要望、５、ゴルフ場利用税の

堅持を求める要請、６、障がい者・障がい児

施策等において地域の実情に応じた財政支援、

７、新型コロナウイルスワクチン接種体制整

備の充実、８、加齢性難聴者の補聴器購入に

係る助成支援制度の創設、９、切れ目のない

子育て支援施策への財政支援、10、縫製業者

など産地を支える協力事業者への支援と事業

者団体での販売促進への取組に対する助成制

度の拡充、11、伝統工芸品の後継者育成と海

外販路開拓に対する支援拡充、12、治水対策

に関する要望、13、道路施設の適切な維持管

理と老朽化対策の推進、14、老朽化対策等学

校施設整備費予算に関する要望、15、学校安

全推進事業費予算に関する要望、16、ＧＩＧ

Ａスクール構想の充実に向けた財政支援、17、

教職員定数改善と教育予算の拡充、18、安心
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安全な水供給のための持続的かつ安定的な財

政支援、19、持続可能な汚水処理事業の実現

に向けての支援策の創設、20、新型コロナウ

イルス感染症対策の継続的な財政支援、21、

市政運営に関わる情報提供に関する要望、以

上が陳情させていただいた内容でございます。 

 平木市長におかれましては、市長が一生懸

命、国会議員にも各省庁各担当官に説明され

ているのを見て、市長の本気度が伝わってき

ましたし、さすが国会議員とのパイプも太く、

関係省庁との連携もよくなってきておること

が感想としてよく分かりました。 

 それでは、一般質問させていただきます。

今回は２項目。 

 まず、一つ目、18歳以下の子どもへの10万

円相当の給付について。 

 政府は新型コロナウイルス経済対策の柱と

して、18歳以下の子どもに１人10万円相当を

配る子育て支援策を閣議決定されました。10

万円のうち５万円は現金で年内に支給を想定

し、残る５万円分は子育て関連の商品やサー

ビスに使えるクーポンなどとして、年度内の

追加支給を行うことが公表されています。 

 子育て世帯を支援いただくことは大変あり

がたいことです。しかしながら、子育て世帯

からは歓迎の声が上がる一方で、子どもの年

齢や所得制限により対象者に線引きがなされ

ている点については、不公平ではないかとい

った疑問や批判の声も一部上がっています。 

 コロナで生活が苦しい状況にある人が少な

くない中、迅速な支給やスピードを重視する

のが政府の方針ですが、条件によって給付を

受けられる人と受けられない人に二分される

今回の国の子育て支援策について、本市の対

応方針をお伺いします。 

 二つ目、市内各所に設置されているカーブ

ミラーについて。 

 道路のカーブや交差点に多くのカーブミラ

ーが設置され、事故防止につながっていると

思います。しかし、一部のカーブミラーにお

いて、曇っているものやひびが入っているも

の等があるように思います。橋本市として、

カーブミラーについてどのように考えていま

すか。 

 １、設置状況と設置基準について。 

 ２、保守管理方法について。 

 以上、壇上からの質問を終わらせていただ

きます。よろしくお願いします。 

○議長（小林 弘君）２番 垣内君の質問項

目１、18歳以下の子どもへの10万円相当の給

付に対する答弁を求めます。 

 健康福祉部長。 

〔健康福祉部長（土井加奈子君）登壇〕 

○健康福祉部長（土井加奈子君）おはようご

ざいます。 

 18歳以下の子どもへの10万円相当の給付に

ついてお答えします。 

 今回閣議決定された18歳以下の子どもへの

給付金は、新型コロナウイルス感染症の影響

を受けた子育て世帯を支援する取組の一つと

して、臨時・特別の一時金を、令和３年度子

育て世帯への臨時特別給付金の名称で支給さ

れるものです。 

 その内容は、子どもを養育している主たる

生計維持者の年収が960万円以上の世帯を除

き、０歳から18歳までの子どもたちに１人当

たり10万円相当の給付を行うものです。具体

的には、年内に子ども１人当たり５万円の現

金給付を開始し、その上で、来年春に向けて

５万円相当を、原則として子育てに有効に活

用できるクーポンやバウチャー方式で支援す

る仕組みとなっています。 

 議員おただしの国の子育て支援策への対応

方針としましては、国が示すとおり、まずは

現金５万円を迅速に子育て世帯へ届けること

を最優先に考え、１人当たり５万円の現金給
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付を行うべく、扶助費等必要な予算を今定例

会に追加提案しています。 

 担当課では閣議決定後から年内の支給を想

定し、既に児童手当の仕組みを活用したシス

テム構築の事前調整や諸準備に入っており、

現在、児童手当を本市から支給している世帯

へは、所得判定や口座情報を給付金事務に利

用することで申請不要とし、プッシュ型の給

付を12月下旬に行う予定です。 

 これに対し、現在本市から児童手当を支給

していない公務員世帯や16歳から18歳までの

子どものいる世帯については、世帯構成や所

得情報、振込口座等の提供が必要となるため

申請方式にならざるを得なく、年明けからの

給付を考えています。 

 また、来春までに実施予定と公表されてい

る子育て関連に使える５万円相当のクーポン

等支給については、まだ国から詳細な通知等

がなされていないため、今後、国の示す実施

要領や条件等をしっかり踏まえた上で検討し

ていきます。 

 今回の国の支援策については、支給対象年

齢や所得制限についても様々な議論はありま

すが、スピード感に重点を置き、残る５万円

相当については条件次第で現金給付もあり得

ることを想定し、子育て世帯への経済的な支

援の効果が望めるよう給付方法について検討

を重ね、実施してまいります。 

○議長（小林 弘君）２番 垣内君、再質問

ありますか。 

 ２番 垣内君。 

○２番（垣内憲一君）ご答弁ありがとうござ

います。国からの子育て世帯への臨時給付金

について、現在の進捗状況と先を見込んで取

り組んでいただいていることがよく分かりま

した。さすが、ありがとうございます。 

 それでは、何点か再質問させていただきた

いんですけども、今回の子育てへの臨時給付

金は高校生も対象になっているということで、

児童手当の対象者よりもかなり多くなってい

ると思います。本市の給付対象者は何人くら

いを想定されていますでしょうか。 

○議長（小林 弘君）健康福祉部長。 

○健康福祉部長（土井加奈子君）今回の子育

て世帯への臨時特別給付金の対象者数としま

しては、おおよそ8,700人から8,800人を見込

んでおります。所得制限があるので、世帯の

主たる生計維持者の年収にもよるんですが、

０歳から15歳までを約7,100人、それから、16

歳から18歳までを1,650人と見込んでござい

ます。 

 10月に児童手当を支給した対象者にプラス

しまして、本市から児童手当を支給していな

い公務員世帯の子どもでありましたりとか、

議員おただしの16歳から18歳までの子ども、

それから、これから来年の３月までにお生ま

れになる子どもも含んでの数でございます。 

○議長（小林 弘君）２番 垣内君。 

○２番（垣内憲一君）ありがとうございます。 

 高校生も対象となっていることで、子育て

世帯にはもう大変ありがたい国の給付事業と

なりますが、今回の給付金には様々な議論が

寄せられています。恐らく給付金の財源はま

だ国からいまだおりてきていないので、一旦

は本市が立て替えて給付金を出すことになる

と思うんですけども、そこで、次の質問をさ

せていただきます。 

 政府はしきりに年内支給をアピールしてい

ますが、現金５万円を給付して年末年始に子

どもたちに使ってほしい、いい年を迎えてほ

しいということだと思いますが、そもそも国

が言うように今から年内に５万円を支給する

など、事務的に間に合うんでしょうか。 

○議長（小林 弘君）健康福祉部長。 

○健康福祉部長（土井加奈子君）間に合わせ

るように努力してございます。12月９日の今
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定例会の議案審議で審議していただくように

追加提案しているところであるんですけれど

も、本市から児童手当を支給している世帯に

おきましては、先ほど申しましたように、所

得の情報であったり口座の情報であったりと

いうのを持ち合わせておりますので、その世

帯に対してはプッシュ型で給付するというこ

とで、本年12月23日に第１回目の給付を行い

たいと考えております。非常にタイトな日程

にはなるんですけれども、努力してまいりま

す。 

○議長（小林 弘君）２番 垣内君。 

○２番（垣内憲一君）ご答弁ありがとうござ

います。既に１回目の給付日を設定していた

だいているということで、ありがたく思いま

す。 

 この給付金をめぐっては報道が先行して、

テレビやインターネット上で連日のように取

り上げられています。そうなると、子どもの

親御さんにしてみれば、いつもらえるのとか

何に使おうとかいう家族会議になると思うん

です。 

 そこで、次の質問をさせていただくんです

が、何割ぐらいの子どもの分が年内に支給で

きる見込みでしょうか。 

○議長（小林 弘君）健康福祉部長。 

○健康福祉部長（土井加奈子君）年内に支給

させていただくのは10月に児童手当を支給し

た児童の対象世帯となるんですけれども、約

5,400人を想定してございまして、全体からす

ると約６割となる見込みでございます。 

○議長（小林 弘君）２番 垣内君。 

○２番（垣内憲一君）ありがとうございます。

ほとんどの子育て世帯が楽しみに待っている

と思いますので、よろしくお願いします。 

 次の質問なんですけども、プッシュ型方式

とは申請が不要で、保護者からしてみれば勝

手に市から振り込んでくれる形になる。手間

がかかりません。できれば手続きなしで、１

日でも早く給付金を振り込んでほしいと思っ

ているはずです。 

 プッシュ式方式で対応できる世帯、対応で

きない世帯により、給付される時期も異なっ

てくると思うんですけども、本市から児童手

当を受けていない子どもは全て申請手続きが

必要となるんでしょうか。 

○議長（小林 弘君）健康福祉部長。 

○健康福祉部長（土井加奈子君）今回、本市

から児童手当を受けていない子どもの全てが

申請が必要というわけではなく、例えば、プ

ッシュ型の支給の対象の子どもの中に、兄弟

で児童手当を受けておられて、10月の支給の

対象となっている子どものご兄弟の方であっ

たりとか、それから、子どもが16歳から18歳

のみの世帯ではあるんですけれども、児童扶

養手当ですとか特別児童扶養手当を受給して

いる場合にも、こちらで所得や口座の情報が

分かりますので、そちらも対象としていくこ

とができるかということで、担当課で現在調

整しているところでございます。 

○議長（小林 弘君）２番 垣内君。 

○２番（垣内憲一君）ありがとうございます。

児童手当の受給世帯でもいろいろと考えても

らっているのがよく分かりました。 

 そうなると、少し気になる部分を質問させ

ていただきます。 

 プッシュ型支給は保護者は何もしなくてい

いと思うので、私が気になるのは申請手続き

が必要な世帯です。申請を忘れることのない

ようにお知らせをしなければならないと思う

んですけども、市はどのような広報啓発を行

う予定でしょうか。 

○議長（小林 弘君）健康福祉部長。 

○健康福祉部長（土井加奈子君）市のホーム

ページや広報ではもちろんご案内はさせてい

ただくんですけれども、該当の年齢が示され
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て限られておりますので、その対象者に向け

て郵便で通知をさせていただく予定をしてお

ります。 

 必ず16歳から18歳で、現在、児童手当の受

給世帯に引っかかってこない世帯については、

やはり申請をしていただかないと給付ができ

ないので、申請が必要な世帯には来年１月以

降からの郵送ということで、給付に向けて申

請の手続きをしていただきたいと思っていま

す。 

 通知の中に、通知というかこちらから送ら

せていただく中に返信の封筒を入れさせてい

ただく予定ですので、その返信の封筒にてご

返信いただけるように手続きを進めてまいり

たいと思います。 

○議長（小林 弘君）２番 垣内君。 

○２番（垣内憲一君）ありがとうございます。

大事な給付金ですから、もらい損ねのないよ

うにだけ、お知らせをしてほしいと思います

ので、よろしくお願いします。 

 次の質問ですが、秋田県横手市では平等性

の観点から所得制限を設けず、市独自で子育

て中の全世帯へ給付金を出すということをホ

ームページ上で公開しています。所得制限の

条件とは異なりますが、給付対象者について

は、現在妊娠中であっても出産予定日が来年

４月１日以降の子どもは対象外になってしま

います。赤ちゃんを授かっていることからパ

ートにも出られず、コロナ禍で夫の収入だけ

では生活が苦しい未来の子育て世帯は市内に

もいると思います。このような世帯を橋本市

独自で追加支援をするという考えはございま

せんでしょうか。 

○議長（小林 弘君）健康福祉部長。 

○健康福祉部長（土井加奈子君）そのような

自治体があるということは承知しておるとこ

ろなんですけれども、今回は国からお示しさ

れている形で、令和４年３月31日生まれの子

どもまでを対象に支給させていただきたいと

考えています。 

○議長（小林 弘君）２番 垣内君。 

○２番（垣内憲一君）難しいことは分かって

いるんですけど、ここを聞きたくて一般質問

をさせていただきました。新婚世帯などはこ

のような現象が起こってしまうと思います。 

 どこかで受給者の線引きをしなければなら

ないというのはもう仕方ないことやと思って

いるんですけども、出産予定日が３月中の妊

婦さんが遅れて４月になってしまうこともあ

りますし、もしもの話ですが、昨年度のよう

に自治体が使い道を考えられるコロナ対応の

地方創生臨時交付金が国から再度あったとき

は、もうぜひとも考えていただきたいと思い

ますので、よろしくお願いします。 

 次の質問は参考までにお聞きしたいんです

けども、今回は児童手当の仕組みを利用する

というので、所得制限は世帯の合算ではなく、

所得の高いほうで年収960万円と線引きがな

されています。国が示している条件の中で、

各自治体は仕方ないことだと思うんですけど

も、今回の国の所得制限の在り方について、

制度的に本市としてはどのように思っておら

れますか。お答えいただける範囲内で結構で

す。 

○議長（小林 弘君）健康福祉部長。 

○健康福祉部長（土井加奈子君）今回の所得

制限は960万円で国のほうから通知が来てい

るところであるんですけれども、この年収960

万円のラインというのは主たる生計維持者と

扶養家族３人、配偶者と子ども２人を想定し

た児童手当の支給のあくまでラインでありま

して、やはり夫婦の共働き世帯が増えてきた

中で、世帯合算ではなく主たる生計維持者の

所得、年収のみをラインとして基準として支

給を考えていくというのは、いささか不公平

感がないとは言い切れないところもあります。
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逆転現象も起こる場合もあると思います。 

 しかしながら、今回、政府がスピード感を

持って子育て世帯を支援したいということに

ついて児童手当のシステムを活用するという

ことは非常に有効であると考えていますので、

この政府の、国の方針に基づいて進めてまい

りたいと考えております。 

○議長（小林 弘君）２番 垣内君。 

○２番（垣内憲一君）お答えにくいところあ

りがとうございます。 

 所得制限については、児童手当と同じであ

るため、収入判定は共稼ぎ世帯であっても夫

婦合算ではないんですけども、こうなると、

得をする世帯と損をする世帯が出てくるよう

な感じがしてなりません。今回は国からの給

付金ですので、スピードを重視する国の方針

に従うべきですが、私もいろいろ思うところ

がありました。部長のご答弁、どうもありが

とうございます。 

 あと三つだけ質問させていただきたいんで

すけども、別の福祉部門の支援策となります

が、政府が掲げたコロナ克服・新時代開拓の

ための経済対策に盛り込まれた、関連して実

施される住民税非課税世帯に10万円を給付す

る事業と、今回の子育て世帯への臨時特別給

付金事業との対象者の調整等はなされるので

しょうか。 

○議長（小林 弘君）健康福祉部長。 

○健康福祉部長（土井加奈子君）住民税非課

税世帯に10万円を給付する事業の対象者であ

られましても、今回の子育て世帯の臨時特別

給付金の支給対象にあたられる方につきまし

ては給付の対象となりますので、特段の調整

を行わずに、それぞれの事務を行ってまいり

たいと思います。 

○議長（小林 弘君）２番 垣内君。 

○２番（垣内憲一君）ありがとうございます。

そうあってほしいと思っていましたので、よ

かったです。 

 それでは、２回目の５万円相当のクーポン

について少し質問させていただきたいんです

けども、国は年内にまず現金５万円を支給し

た後に、２回目は来年春までに５万円相当の

クーポン券を支給すると報じています。 

 世間では２回目も現金のほうがありがたい

という声を多く聞いているんですけども、答

弁では現金給付もあり得る想定で検討してい

くとありましたが、どのような場合に現金の

再支給を検討されますでしょうか。 

○議長（小林 弘君）健康福祉部長。 

○健康福祉部長（土井加奈子君）国の予算と

しては、最初の５万円、今回給付させていた

だく５万円につきましては国の予備費を充当

されるということで聞いておるんですけれど

も、あとの５万円のクーポンに係る費用につ

きましては、本日から始まる臨時国会のほう

で審議されるというふうに聞いています。 

 今回、クーポンとなりましたら、クーポン

の作成から、それから戸別の配送、それから

クーポンの回収から事業者への換金など、全

てのこの一連の作業を令和３年度中に行うと

いうことは現実的にはかなり難しいと考えて

おるところであります。 

 もし国のほうから、自治体の判断で現金に

切り替えることも可能であるというような通

知があるとすれば、そのような現金給付とい

うことも考えておるということで答弁させて

いただいたところでございます。 

○議長（小林 弘君）２番 垣内君。 

○２番（垣内憲一君）ありがとうございます。

今、年内に５万円の給付に取り組まれる最中

で、まだ詳細が分かっていないのにこんな質

問をさせてもろうて申し訳ないんですが、お

許しください。 

 子育て世帯の現状を考えますと、２回目も

やはり現金給付のほうがニーズに合っている
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と思います。しかし、クーポン化への国の方

針もありますので、最後の質問をさせていた

だきます。 

 クーポンについては、今回は国は子育て関

連と限定してしまいましたが、子どもや保護

者にとってはさきの現金５万円と同様に、い

つ届くのか、何に使おうかと今からもう考え

ていると思うんです。貯蓄はできませんが、

生活費の補填とかに回ることも想定されてお

ります。 

 その使い道は、子どもへの学用品や衣類、

家電製品などのほか、子どもとの外食や子ど

もと一緒に遊園地などに出かけたいと考えて

いる家族もあると思います。クーポンを市内

限定とするのか限定しないのか。利用方法も

変わってくると思います。もし本市が２回目

の５万円相当の給付を現金ではなくクーポン

でいくならば、実施に向けて何を重きに置く

べきと考えておられますでしょうか。 

○議長（小林 弘君）健康福祉部長。 

○健康福祉部長（土井加奈子君）今後通知さ

れる国の方針に従い、その実施要領にもよる

んですけれども、まずはスピード感を持って

給付したいと考えておるところです。 

 やはり今後、この２回目の５万円につきま

しては、時期的には春先、今後４月からの入

園ですとか入学ですとか、そういった準備に

も使っていただけるものであるのかなと思っ

ています。やはり有効にご家庭で子どもさん

のために使っていただけるようにということ

が大事かと思いますので、そのような、みん

ながもらってうれしいなと思っていただける

ような給付の方法を考えてまいりたいと思い

ます。 

○議長（小林 弘君）２番 垣内君。 

○２番（垣内憲一君）ご答弁ありがとうござ

います。 

 今回は国が掲げた給付金事業ですので、

我々がとやかく言う立場ではないかもわから

ないんですけども、子ども１人当たり10万円

給付が発表されてから、子どもの年齢や所得

制限の線引きなどについて様々な議論が展開

されています。 

 住民税非課税世帯に対する別途10万円が支

給されますが、そこまでいかなくても、低所

得者でありながら大学生のいる世帯や赤ちゃ

んが４月以降に生まれた世帯は給付対象とな

りません。ですので、昨年度のような、自治

体の必要性で考えられる地方創生臨時交付金

が今後国から下りた際は、その穴埋めの部分

を市として考えていただきたいと思います。 

 とはいえ貴重な10万円相当の給付金です。

子育て世帯にとって非常にありがたいんです。

速やかな給付をお願いしたいと思います。 

 子育て世帯の私生活の状況を考えると、や

っぱり２回目も現金で給付されるほうが私と

してはニーズに合っていると思うんですが、

もし第２弾でクーポンを導入されるなら、子

育て関連に限定されるとはいえ、子どもが喜

ぶような使い道や利用しやすい仕組みを考え

ていただきたいと思いますので、よろしくお

願いします。 

 また、担当課の皆さんは年末に新たな事業

が加わり本当に大変だと思いますが、申請も

れのないようにだけ、周知・啓発に力を入れ

ていただきますよう、よろしくお願いします。 

 これで一つ目の質問を終わらせていただき

ます。 

○議長（小林 弘君）次に、質問項目２、市

内各所に設置されているカーブミラーに対す

る答弁を求めます。 

 建設部長。 

〔建設部長（西前克彦君）登壇〕 

○建設部長（西前克彦君）皆さま、おはよう

ございます。 

 市内各所に設置されているカーブミラーに
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ついてお答えします。 

 まず、一点目の、設置状況と設置基準につ

いてですが、設置状況としては、見通しが悪

い市道の交差点部やカーブなどで、他の車両、

歩行者または障害物を確認しづらい場所に設

置しています。 

 設置基準は特に定めていませんが、自治会

や道路を利用する市民から設置の要望を受け、

調査検討の上、必要性が認められればカーブ

ミラーを設置しています。 

 ただし、歩道、車道等で通行に支障がある

場合や、私道など利用者が限定されている箇

所については設置できない場合があります。

また、そのような場合には路面標示等により

注意を促すことも行っています。 

 次に、二点目の保守管理方法ですが、道路

に設置されているカーブミラーの交換、調整

については、道路を利用する市民の方、地元

区長、巡回を行う警察官や郵便配達員、そし

て、ＬＩＮＥなどのＳＮＳからの情報提供も

いただいており、また、職員によるパトロー

ルや現場への移動中など気づいた折には確認

を行い、古くなって見づらいカーブミラーに

ついては、その都度新しいミラーに交換し、

ミラーの向きがずれている場合は角度調整を

行っています。 

○議長（小林 弘君）２番 垣内君、再質問

ありますか。 

 ２番 垣内君。 

○２番（垣内憲一君）ご答弁ありがとうござ

います。 

 それでは再質問をさせていただくんですけ

ども、年間新規設置数、交換数などはどのよ

うになっておりますでしょうか。 

○議長（小林 弘君）建設部長。 

○建設部長（西前克彦君）年度別のカーブミ

ラーの新規設置件数や交換件数についてお答

えします。 

 令和元年度については、設置件数は44か所、

交換件数は42か所、調整件数は33か所になっ

ています。令和２年度については、設置件数

22か所、交換件数34か所、調整件数は28か所。

令和３年度については11月末時点で、設置件

数は18か所、交換件数は９か所、調整件数は

12か所。要望による対策の必要性がある箇所

については概ね実施できるように計画できて

おります。 

○議長（小林 弘君）２番 垣内君。 

○２番（垣内憲一君）ありがとうございます。

今後も対応できるように、引き続き予算をつ

けていただきますよう、よろしくお願いしま

す。 

 次なんですけど、カーブミラーは安全を補

うものとありましたが、やはり設置に伴う効

果は大きいと思います。市としてカーブミラ

ーの設置効果とはどのようなことと考えてお

られますでしょうか。 

○議長（小林 弘君）建設部長。 

○建設部長（西前克彦君）設置効果としまし

ては、車の運転者が事前に対象を把握できる

ことで、発見の遅れ解消や、設置しているこ

とで注意箇所であることの認識効果を得るこ

とができます。 

 ただし、カーブミラーに頼ることにより、

死角があるにもかかわらず、以前より通過速

度を上げたり、徐行や一時停止を怠り、事故

が発生する事態となる場合があります。また、

ミラーを通すことにより、速度、距離感、左

右逆等の誤認のおそれも発生します。 

 カーブミラーはあくまで安全確認の補助施

設であることを車の運転者には認識を持って

いただくとともに、カーブミラーの設置につ

いて、設置場所として的確かどうか判断し、

交通事故防止に有効となるように努めていき

ます。 

○議長（小林 弘君）２番 垣内君。 



 

－16－ 

○２番（垣内憲一君）ありがとうございます。

ほんとカーブミラー、先ほどもＬＩＮＥとか

でいろんな情報を集めていただいて、交換と

かしていただいとると思うんですけど、私の

ほうにも、たまにミラー磨いてくれとか、そ

ういうご要望も市民の方から連絡が来ますの

で、またよろしくお願いします。 

 また、カーブミラーを設置することにより、

確認不足でスピードを出し過ぎたりとか、そ

ういった逆効果もあるようですが、しかし、

これから高齢者の方も、高齢者の事故も増え

てきていますので、今後もカーブミラーの設

置については適切な場所に設置していただき、

加えて適切な維持管理、ガラスが曇っている、

割れている、見にくいなどのないように努め

ていただき、交通事故防止、抑制につながり

ますよう、対応をよろしくお願いします。 

 以上で一般質問を終わらせていただきます。 

○議長（小林 弘君）２番 垣内君の一般質

問は終わりました。 

 この際、10時25分まで休憩いたします。 

（午前10時10分 休憩） 

     


